
相　
　

談

　

行　

政　

相　

談

　

行
政
が
行
う
仕
事
に
つ
い
て
の
苦
情

や
意
見
・
要
望
な
ど
が
あ
る
場
合
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

〈
木
造
会
場
〉

●
７
月
22
日
㈬
10
時
〜
12
時

　

▽
松
の
館

　

行
政
相
談
委
員　

片
山　

德
明 

氏

〈
森
田
会
場
〉

●
７
月
10
日
㈮
10
時
〜
12
時

　

▽
森
田
公
民
館

　

行
政
相
談
委
員　

佐
藤　

朋
子 

氏

〈
柏
会
場
〉

●
７
月
７
日
㈫
13
時
〜
15
時

　

▽
柏
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

行
政
相
談
委
員　

木
村　

光
雄 

氏

〈
稲
垣
会
場
〉

●
７
月
15
日
㈬
10
時
〜
15
時

　

▽
稲
垣
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

行
政
相
談
委
員　

佐
々
木
富
雄 

氏

〈
車
力
会
場
〉

●
７
月
17
日
㈮
10
時
〜
15
時

　

▽
車
力
ふ
れ
あ
い
会
館

　

行
政
相
談
委
員　

鎌
田　

常
芳 

氏

問 

市
民
課(

内
線
２
６
６)

　

こ
こ
ろ
の
相
談

　

こ
こ
ろ
の
悩
み
や
病
気
に
つ
い
て
相

談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
ス
ト
レ
ス
や
問
題
を
抱
え
て

い
る
、
眠
れ
な
い
、
心
が
重
い
、
や
る

気
が
起
き
な
い
、
ひ
き
こ
も
り
な
ど
の

悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
は
、
ひ
と
り
で

悩
ま
ず
に
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時
▽
６
月
26
日
㈮
10
時
〜
15
時

●
場
所
▽
健
康
推
進
課
相
談
コ
ー
ナ
ー

※ 

事
前
に
申
し
込
み
を
し
て
下
さ
い
。

相
談
は
、
右
記
日
時
の
ほ
か
に
も
随

時
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

問 

健
康
推
進
課(

内
線
３
０
６)

　

借
金
に
関
す
る
相
談
窓
口

　

相
談
員
が
借
金
の
状
況
等
を
お
伺
い

し
、
必
要
に
応
じ
て
、
弁
護
士
等
に
引

き
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。
相
談
内
容
は
秘

密
厳
守
・
無
料
。
面
談
で
の
相
談
も
可

能
で
す
（
要
予
約
）。

● 

受
け
付
け
▽
月
〜
金
（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）
８
時
30
分
〜
12
時
、

13
時
〜
16
時
30
分

● 

場
所
▽
青
森
合
同
庁
舎
３
階
（
青
森

市
新
町
２-

４-

25)

青
森
財
務
事
務
所

●
相
談
専
用
電
話
▽

０
１
７

７
７
４

６
４
８
８

問 

青
森
財
務
事
務
所
理
財
課

　

☎
０
１
７

７
２
２

１
４
６
３

　

定
例
労
働
相
談
会

　

個
々
の
労
働
者
と
事
業
者
と
の
間
に

生
じ
た
労
働
問
題
（
解
雇
・
賃
金
引
き

下
げ
・
長
時
間
労
働
・
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
）

に
つ
い
て
、
青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
相
談
者
の
方
と
会
っ
て
内

容
を
お
聞
き
す
る
形
で
実
施
し
て
き
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
当
分
の
間
、
電

話
相
談
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

● 

実
施
日
時
▽
６
月
21
日
㈰
10
時
30
分

〜
12
時
30
分
、
７
月
14
日
㈫
13
時
30

分
〜
15
時
30
分

●
電
話
番
号
▽

０
１
７

７
３
４

９
８
３
２

●
対
象
者
▽
県
内
の
労
働
者
、
事
業
主

●
費
用
▽
無
料

●
利
用
方
法
▽
随
時
受
付（
予
約
優
先
）

問 

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
１
７

７
３
４

９
８
３
２

　

 

労
働
相
談
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０

６
１
０

７
８
２

献　
　

血

　

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

●
６
月
21
日
㈰
10
時
〜
11
時
45
分
、
13

時
〜
16
時
▽
イ
オ
ン
モ
ー
ル
つ
が
る
柏

問 

健
康
推
進
課(

内
線
３
０
３)

税

　

自
動
車
税
種
別
割
の
納
付
は

　

お
早
め
に
‼ コ
ン
ビ
ニ
・

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
ご
利
用
を

　

自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
６
月

30
日
㈫
で
す
。

　

お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

銀
行
や
郵
便
局
な
ど
の
金
融
機
関
で
、

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納

付
で
き
ま
す
。
納
付
の
手
続
き
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
専
用
サ
イ
ト
か
ら

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
納

付
番
号
」、「
確
認
番
号
」
や
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
番
号
な
ど
を
入
力
し
て
行

い
ま
す
（
１
台
の
自
動
車
税
種
別
割
の

納
付
に
つ
き
、
手
数
料
３
０
０
円
（
税

別
）
が
か
か
り
ま
す
）。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
納
税
に
お
困
り
の
方
は
、

徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
、
西
北
地
域
県
民

局
県
税
部
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

専
用
サ
イ
ト
「Y

ahoo!

公
金
支
払

い
」

http://koukin.yahoo.co.jp/

●
県
税
部
窓
口
取
扱
時
間

　

 

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
土
・
日
曜

お
よ
び
祝
日
は
除
き
ま
す
）

問 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

☎
34

３
１
４
１

　

自
動
車
税
種
別
割
の

　

グ
リ
ー
ン
化
制
度
に
つ
い
て

　

自
動
車
環
境
対
策
の
観
点
か
ら
、
排

出
ガ
ス
お
よ
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環

境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
に
つ
い
て
は

そ
の
排
出
ガ
ス
お
よ
び
燃
費
性
能
に
応

じ
て
税
率
を
軽
減
（
軽
課
）
し
、
初
回

新
規
登
録
か
ら
一
定
の
年
数
を
経
過
し

た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
に
つ
い

て
は
税
率
を
重
く
（
重
課
）
す
る
制
度

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
３
年
度
お
よ
び
令
和
４

　

掲
載
し
て
い
る
各
種
相
談
、
催
し
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
延
期
ま
た
は
中
止
と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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を
自
死
で
亡
く
さ
れ
た
方
が
集
い
、
安

心
し
て
気
持
ち
を
語
り
合
う
場
で
す
。

「
誰
か
に
聞
い
て
ほ
し
い
」「
話
し
た

い
」
と
い
う
思
い
が
高
ま
っ
た
と
き
に
、

「
話
せ
る
」「
聴
け
る
」
そ
ん
な
場
所
で

あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

● 

日
時
▽
７
月
１
日
㈬
13
時
30
分
〜
15

時
30
分

● 

会
場
▽
市
民
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

指
導
室

問 

健
康
推
進
課
（
内
線
３
０
６
）

　

「
認
知
症
カ
フ
ェ
」

　
　

休
止
の
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
、
認
知
症
カ
フ
ェ
を
お

休
み
し
て
お
り
ま
す
。

　

み
ん
な
の
カ
フ
ェ
、
か
し
わ
オ
レ
ン

ジ
カ
フ
ェ
の
再
開
に
つ
き
ま
し
て
は
、

市
の
広
報
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま

た
、
清
里
カ
フ
ェ
は
、
今
年
度
中
の
開

催
を
お
休
み
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問 

介
護
課
（
内
線
２
４
３
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
影
響
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
等
の

　

中
止
の
お
知
ら
せ

　

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

中
止
が
決
定
し
た
主
な
イ
ベ
ン
ト
等

（
令
和
２
年
６
月
１
日
現
在
）

● 

ま
ち
な
か
健
康
ウ
オ
ー
ク
、
あ
そ
び

の
広
場

●
チ
ェ
ス
ボ
ロ
ー
カ
ッ
プ
水
泳
駅
伝

●
メ
ロ
ン
・
ス
イ
カ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

そ
の
他

　

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

　

３
巡
目
基
礎
調
査
の
実
施

　

つ
が
る
市
（
旧
車
力
村
）
に
お
い
て

は
、
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
現
地

調
査
を
行
い
、
平
成
20
年
度
に
土
砂
災

害
警
戒
区
域
等
の
指
定
が
完
了
し
、
警

戒
避
難
体
制
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

法
律
に
よ
り
、
お
お
む
ね
５
年
ご
と
に

地
形
の
改
変
等
、
社
会
情
勢
の
変
化
を

反
映
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
調
査
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
３
巡

目
の
現
地
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
対
象

と
な
る
土
砂
災
害
は
、｢

急
傾
斜
地
の

崩
壊｣

、｢

土
石
流｣

、｢

地
滑
り｣

の
３

つ
の
現
象
で
、
当
市
（
旧
車
力
村
）
で

は
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
つ
い
て
18
カ
所

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

● 

指
定
箇
所
の
所
在
地
▽
富
萢
町
12
カ

所
、
車
力
町
３
カ
所
、
牛
潟
町
３
カ

所

　

こ
の
調
査
の
た
め
、
調
査
員
が
皆
さ

ま
の
土
地
に
立
ち
入
り
、
斜
面
等
の
状

態
を
確
認
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

調
査
の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご

協
力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
員
は
西
北
地
域
県
民
局
長

が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て

い
ま
す
の
で
、
不
審
な
場
合
は 

身
分

証
明
書
の
提
示
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

問 

西
北
地
域
県
民
局 

地
域
整
備
部 

　

 

河
川
砂
防
施
設
課☎

35

２
１
０
７

　

広
報
取
材
へ
の
ご
協
力
を

　

お
願
い
し
ま
す

　

秘
書
広
報
課
で
は
、
広
報
紙
の
発
行

や
記
録
な
ど
に
使
用
す
る
た
め
、
各
種

イ
ベ
ン
ト
等
で
取
材
や
写
真
撮
影
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

広
報
担
当
者

が
取
材
や
写
真

撮
影
を
行
う
と

き
は
「
つ
が
る
市

広
報
」
と
市
章
が

書
か
れ
た
腕
章

を
着
用
し
て
い

ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

●
撮
影
し
た
写
真
の
利
用
目
的
▽

・ 

市
の
発
行
物
へ
の
掲
載
（
広
報
紙
、

市
勢
要
覧
、
各
種
計
画
な
ど
）

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

・
記
録
資
料
と
し
て
の
保
存
、
活
用

・ 

そ
の
他
（
報
道
機
関
へ
の
提
供
、
イ

ベ
ン
ト
ポ
ス
タ
ー
へ
の
掲
載
な
ど
）

問 

秘
書
広
報
課
（
内
線
５
５
７
）

　　

鰺
ヶ
沢
病
院 

　

外
来
休
診
の
お
知
ら
せ

● 

歯
科
▽
６
月
24
日
㈬
、
７
月
８
日
㈬

休
診

問 

鰺
ヶ
沢
病
院

　
　

☎
０
１
７
３

72

３
１
１
１ 腕　章腕　章

年
度
に
初
回
新
規
登
録
す
る
自
家
用
の

乗
用
車
に
つ
い
て
、
グ
リ
ー
ン
化
特
例

（
軽
課
）
の
適
用
対
象
が
、
電
気
自
動

車
等
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
県

税
・
市
町
村
税
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

（http://w
w
w
.p
ref.ao

m
o
ri.

lg.jp/life/tax/top.htm
l)

」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

　

 

納
税
管
理
課　

☎
34

３
１
４
１

　

家
屋
に
係
る
届
け
出
に
つ
い
て

　

家
屋
は
、
不
動
産
登
記
法
に
よ
り
建

物
表
題
登
記
を
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す

が
、
何
ら
か
の
事
情
で
未
登
記
状
態
と

な
っ
て
い
る
家
屋
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
税
務
課
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

● 

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た

と
き
は
、
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
（
両
者
の
実
印
押
印
と
印
鑑
証

明
書
が
必
要
で
す
）。
※
届
け
出
用

紙
は
税
務
課
窓
口
に
ご
ざ
い
ま
す
。

● 

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
滅
失

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
法
務
局

で
滅
失
登
記
を
し
た
場
合
は
届
け
出

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

● 

家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
て
ま
だ
市

の
調
査
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
税

務
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問 

税
務
課
（
内
線
２
１
３
）

催　

し

　

す
ず
ら
ん
の
会

　

〜
自
死
遺
族
の
つ
ど
い
〜

　　

「
す
ず
ら
ん
の
会
」
は
、
大
切
な
方
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